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4．意見募集等の結果（中間報告）と対応方針(案) 

 

（2）ふじみ衛生組合からのヒアリング結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふじみ衛生組合での新ごみ処理施設の適地選定にあたっては、以下のような抽出項目と相対比較項

目に基づいて検討を行ったということでした。 

今後の検討において、これらの評価項目を追加することが考えられます。 
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（3）対応方針（建設候補地の選定）（案） 

 

①施設の集約と分散 

・第 2回整備基本計画専門部会において、以下の方針が示されました。 

－「熱回収施設」、「ごみメタン化施設」、「不燃・粗大処理施設」は１箇所に集約整備する。 

－「資源ごみ処理施設」は、施設を受け入れる住民への配慮のため全てを１箇所に集約することは

避ける。このため、「資源ごみ処理施設」は、他の３つの施設とは分離して建設するものとする。 

－さらに「資源ごみ処理施設」は、1 箇所に整備した場合と２箇所に整備した場合の双方について

検討を行う。 
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■対応方針(案) 

・「熱回収施設」、「ごみメタン化施設」、「不燃・粗大処理施設」を集約整備した場合、大きな敷地面

積を必要とすると考えられます（整備基本計画専門部会にて引き続き検討している）。当部会では、

引き続きこれを条件として、一次選定、二次選定を進めていくものとします。 

・一方、「資源ごみ処理施設」については、さほど大きな敷地面積を必要としないと考えられます。

このため、一次選定、二次選定の考え方を参考にしつつ、「収集運搬の効率性」等を考慮して検討

を進めるものとします。なお、最終的には上記３施設の集約整備箇所がおおむね確定した段階で確

定するものとします。 

・具体的な検討手法については再整理の上、次回の部会にて事務局案を提示します。 
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資源ごみ処理施設は、

左の３つの施設とは
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方について検討する 
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②緑地等自然環境の保全 

・平成 23年 11～12月に実施した意見募集において、緑地等自然環境の保全を求める意見が多く寄せ

られました。 

－特別緑地保全地区に関すること 

－市民の森、緑地保全の森に関すること 

 －東京都自然保護条例にもとづく｢里山保全地域｣に関すること 

 －三輪緑地、寺家ふるさと村に関すること 

・またいくつかの緑地等が、町田市に近接する横浜市や川崎市と一体化しているため、町田市単独の

問題として取り扱うべきでなく、近隣市との関係について懸念する意見も多い。 

 

■対応方針(案) 

・都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」等、緑地や自然環境の保全に関する制度について、東京

都条例や町田市条例等を含めて根拠法令を確認し、土地利用に関する制約が法的に裏付けられるも

のは一次選定の条件として追加します。 

・また確認の結果、土地利用に関する制約が法的に裏づけられなかった場合でも、これまでの市民の

取り組みや、環境保全を望む市民の声を出来るだけ尊重し、二次選定における条件（配慮事項）と

して反映することを検討します。 

 

 

③周辺自治体との相対関係の考慮 

・平成 23 年 11～12 月に実施した意見募集において、町田市のいくつかの地域では、隣接する市のご

み処理施設が近接しているため、その相対的な位置関係を考慮すべきとの意見が寄せられました。 

・また、ふじみ衛生組合からのヒアリング結果では、検討・評価項目の一つに「他市町村との位置関

係」にも配慮していたことがわかりました。 

・さらに前述の通り、緑地等が複数の市にまたがって一体化していることに対する配慮も必要との意

見が寄せられています。 

 

■対応方針(案) 

・以下の事項について、二次選定における配慮事項として反映することを検討します。 

 －隣接する市のごみ処理施設の位置関係の把握 

 －隣接する市の市境からの距離（離隔） 
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④建設候補地について具体的な特定の場所の提案があったもの 

・平成 23 年 11～12 月に実施した意見募集において、一次選定（案）の地域のうち、「望ましい地域」

として具体的な地区名を提案する意見がありました。 

 

■対応方針(案) 

・いくつか提案されている候補地は、具体的な場所を整理して当部会及び検討委員会に報告します。

その際、一次選定の条件をクリアしているかどうか、また二次選定の条件に対して比較的に有利か

不利かについて出来る限り確認し、あわせて報告します。 

・この結果については、今後の検討の参考にします。 


